
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

   【メールマガジン～近畿運輸局公共交通だより】 

         ２０１５年７月７日配信（Ｎｏ．３９号） 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

本メールは、公共交通政策全般について皆様に広く関心を持って頂くため、国土交通省総合政策局公共交 

通政策部が作成した全国の情報に、近畿運輸局において主に近畿地方の情報を加えて編集し、月１回を目安 

に定期的に情報発信するものです。 

 

☆☆☆ご意見・情報がありましたら、以下までお寄せ下さい。☆☆☆ 

★★★ご意見や情報、メールアドレスの変更はこちらへ★★★ 

mailto:kkt-kinki-kikakuka@ml.mlit.go.jp 

なお、本メールの配信停止を希望される方は、上記アドレスまで「配信停止」と記入のうえお知らせくだ 

さい。また、本メールは出典を明記のうえで、関係者の方々に回覧・転送していただいても結構です。 

※関係団体の皆様におかれましては、関係交通事業者あてに転送くださると幸いです。 

 

■□ＩＮＤＥＸ■□ 

（１）平成２７年版交通政策白書の閣議決定について 

（総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）） 

（２）地方運輸局の組織再編について 

～全国９つの運輸局に「交通政策部」及び「観光部」が誕生しました！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



─────────────────────────────────────────── 

（１）平成２７年版交通政策白書の閣議決定について 

（総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）） 

─────────────────────────────────────────── 

平成 27 年版交通政策白書が、６月９日（火）に閣議決定、国会報告されました。 

 

交通政策白書は、交通政策基本法（平成 25 年法律第 92 号）第 14 条第１項及び第２項の規定に基づき、 

交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策並びに交通に関して講じようとする施策について、毎年、国 

会に報告するものであり、今回が初めての白書となります。概要については以下の通りです。 

 

（概要） 

第Ⅰ部 交通の動向 

    交通の各分野における利用状況や整備状況について、近年の動向を把握し、背景事情を 

分析。 

 

第Ⅱ部 地方創生を支える地域公共交通の再構築【テーマ章】 

    地方創生に必要なコンパクト・プラス・ネットワークの形成を支える地域公共交通の役割 

と各地域の先進的な取組事例を紹介。 

 

第Ⅲ部 平成 26 年度交通に関して講じた施策/第Ⅳ部 平成 27 年度交通に関して講じよう 

とする施策 

   「交通政策基本計画」（平成 27 年２月 13 日閣議決定）に盛り込まれた施策の進捗状況や今後 

の取組方針を整理。 

 

今後は、掲載している図表の実数データなどをまとめた資料編を追加した上で、７月中を目途に市販する 

予定としております。 

 

交通政策白書に係る関係情報については、以下のホームページに掲載しておりますので、是非ご参照いた 

だければと思います。 

 

（関係ホームページアドレス） 

〇【報道発表資料】「平成 26 年度交通の動向」及び「平成 27 年度交通施策」（交通政策白書）について 

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000079.html 

 

〇交通政策白書 

http://www.mlit.go.jp/statistics/kanbo01_hy_004104.html 

※ 今後、市販版の販売・公表に並行して、ホームページにおいて白書関係のデータの充実を進めていくこ 

ととしています。 

 

 

 

 



─────────────────────────────────────────── 

（２）地方運輸局の組織再編について 

～全国９つの運輸局に「交通政策部」及び「観光部」が誕生しました！～ 

─────────────────────────────────────────── 
国土交通省は、地方出先機関として地方運輸局を設置しておりますが、今年７月１日より、地方運輸局の 

内部組織を再編し、全国９つの地方運輸局に｢交通政策部｣及び「観光部」を設置しました。 

今後、両部が中心となって、地方公共団体、交通事業者、経済団体をはじめとする地域の関係者と連携・ 

協力し、地域公共交通の活性化や観光立国の実現などに取り組んでまいります。 

 

１．交通政策部について  

【設置の背景・目的】 

○ 政府として初の交通政策基本計画・交通政策白書の閣議決定 

政府は、2013 年に制定された交通政策基本法に基づき、本年２月、交通に関する施策の総合的か 

つ計画的な推進を図るための初めての交通政策基本計画を閣議決定し、続く６月には同法に基づく交 

通政策白書を閣議決定しました。 

○ 交通政策基本計画の着実な実施に向けて 

交通政策基本計画では、豊かな国民生活、成長と繁栄、安心と安全という３本柱の下に目標を定め 

ています。そのうち、同計画の地域的な課題については、地方運輸局交通政策部が中心となって、適 

切にフォローアップを行い、その内容を着実に進めていく必要があります。 

 

【主な業務】 

○ 交通政策基本計画の地域的課題について、着実な施策の実施を推進 

交通政策基本計画の地域的な課題について、着実に施策が実施されるよう、地域の関係者とのネッ 

トワーク構築や情報収集・発信等を通じ、その推進役を果たします。 

○ まちづくり施策と連携した地域公共交通網の再構築等 

まちづくり施策と連携して地域公共交通網の再構築に取り組む市町村の裾野を拡大させるため、 

地域公共交通活性化再生法等の制度の周知を行うとともに、意欲のある市町村を総合的に支援し、 

成功例の積み上げにつなげます。また、地域公共交通網の再構築とあわせ、公共交通機関等の低炭 

素化や省エネ化、バリアフリー化や利便性向上を促進します。 

○ 社会経済の変化に対応した地域物流の課題解決 

    過疎地域等において日常の買い物等が困難な状況に置かれる方への対応や宅配ネットワークの維 

持のため、貨客混載や地方公共団体、NPO 法人等関係者との連携など過疎地物流の確保に向けた新 

たな輸送システムの構築を促進します。 

 

２．観光部について  

【設置の背景・目的】 

○ アクション・プログラム２０１５の決定 

政府は、本年６月に観光立国推進閣僚会議で決定した「観光立国実現に向けたアクション・プログ 

ラム 2015」に基づき、今後、「２０００万人時代」を万全の備えで迎え、地方創生への貢献を図り、 

観光を日本の基幹産業を飛躍させることなどにより、質の高い観光立国を目指すこととしています。 



○ 地方創生への貢献 

 今後さらに、魅力ある観光地域づくりを進めて、点から線、線から面へとネットワーク化して内外 

から観光客を呼び込み、観光の力で、地方創生に魂を吹き込むことが、今、強く求められています。 

 

【主な業務】 

○ ２０００万人の外国人旅行者を受け入れるための環境整備の促進 

     空港・港湾の出入国管理等、空港容量、貸切バス・宿泊施設等の供給の確保等の訪日外国人旅行者 

の受入環境整備について、各地域の関係者と連携・協力し、現状・課題の把握と迅速な課題解決に取 

り組みます。 

○ 広域観光周遊ルートの形成・発信 

     外国人旅行者の地方への誘客を図るため、複数の都道府県を跨って、テーマ性・ストーリー性を持 

った一連の魅力ある観光地を、交通アクセスも含めてネットワーク化された「広域観光周遊ルート」 

に、関係省庁の施策を集中投入するとともに、海外に強力に発信します。 

○ 観光旅行消費の一層の拡大に向けた免税店の増加と観光関連産業の拡大 

      地方の商店街等における免税店の拡大を進め、現在６千店余りの地方部の免税店を 2020 年に２ 

万店規模に拡大します。また、幅広い産業を観光関連産業として取り込むことにより、訪日外国人 

による観光消費を拡大させ、経済効果を全国津々浦々に波及させます。 

 

        現行組織                 新組織（７月１日発足） 

    運輸局長                   運輸局長 

       次長                     次長 

           総務部長                   総務部長 

           企画観光部長                 交通政策部長 

           交通環境部長                 観光部長 

           鉄道部長                   鉄道部長 

           自動車交通部長                自動車交通部長 

           海事振興部長                 海事振興部長 

           海上安全環境部長               海上安全環境部長 

 

 

─────────────────────────────────────────── 

◆編集後記（国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課） 

─────────────────────────────────────────── 

いつもご愛読いただきありがとうございます。 

梅雨に入り空模様も灰色な日が多いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。このじめじめした空気のせ 

いで何となく気分も落ち込み気味になることが多い気がする季節です。一方、カナダで行われている女子サ

ッカーＷ杯では、なでしこ JAPAN が惜しくも準優勝。Ｗ杯連覇を逃す結果となりましたが、日本に元気を与

えて下さいました。 

★全国に共有したい情報等ございましたら、下記問い合わせ先または最寄りの地方運輸局企画観光部交通企 

画課まで御連絡ください。 

 



【問い合わせ先】 

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課

〒１００-８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階）

ＴＥＬ  ： ０３－５２５３－８２７５

Ｅ-mail ： koutukeikaku_joho@mlit.go.jp

国土交通省ＨＰ（情報発信のページ）

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────────────────────────────

◇お願い（近畿運輸局） 

─────────────────────────────

本メールは、様々な情報等を展開することにより、国土交通省総合政策局の公共交通施策全般について、

皆様に感心を持って頂くことを目的とするものですが、これに加えて地方運輸局独自の情報発信も積極的に

行って参りたいと考えております。

 つきましては、皆様におかれまして、関係者皆様（配信先は以下のとおり。）へお伝えしたい情報等があ

りましたら、本メールを通じてお届けしたいと考えておりますので、下記メールアドレスまでご連絡くださ

るようお願いいたします。 

mailto: kkt-kinki-kikakuka@ml.mlit.go.jp

（配信先） 

① 有識者 ② 近畿内府県庁 ③ 近畿内全市町村

⑤ 船舶関係団体 ⑥ 鉄道関係団体

 

□近畿運輸局のプレスリリース、最新情報はこちらをご覧ください。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ 

□近畿運輸局のホームページ「地域公共交通の確保・維持・改善」につきましては、こちらをご覧くだ

さい。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/index.htm

 

□平成 25 年度調査事業「近畿運輸局管内における公共交通事業の官民連携のあり方検討に係る基礎調査」

の報告書につきましては、こちらをご覧ください。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/kanminrenkei_kisochosa.pdf

 

■国土交通白書（最新は平成 26 年

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html

 

■交通政策白書（平成 27 年版）は、こちらをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/statistics/

 

 

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課 池田 

東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階）

０３－５２５３－８２７５（直通）    FAＸ  ： ０３－５２５３－１５１３

koutukeikaku_joho@mlit.go.jp 

国土交通省ＨＰ（情報発信のページ） ： 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html

───────────────────────────── 

────────────────────────── 

本メールは、様々な情報等を展開することにより、国土交通省総合政策局の公共交通施策全般について、

皆様に感心を持って頂くことを目的とするものですが、これに加えて地方運輸局独自の情報発信も積極的に

行って参りたいと考えております。 

つきましては、皆様におかれまして、関係者皆様（配信先は以下のとおり。）へお伝えしたい情報等があ

りましたら、本メールを通じてお届けしたいと考えておりますので、下記メールアドレスまでご連絡くださ

kikakuka@ml.mlit.go.jp 

近畿内全市町村 ④ 近畿内バス関係団体・タクシー関係団

鉄道関係団体 ⑦ ④～⑥の団体に所属していない交通事業者

□近畿運輸局のプレスリリース、最新情報はこちらをご覧ください。 

 

□近畿運輸局のホームページ「地域公共交通の確保・維持・改善」につきましては、こちらをご覧くだ

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/index.htm 

年度調査事業「近畿運輸局管内における公共交通事業の官民連携のあり方検討に係る基礎調査」

の報告書につきましては、こちらをご覧ください。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/kanminrenkei_kisochosa.pdf 

年度版）は、こちらをご覧ください。 

p://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html 

版）は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/statistics/kanbo01_hy_004104.html 

総合政策局公共交通政策部 

公共交通利用促進キャラクター のりたろう

東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階） 

０３－５２５３－１５１３ 

.html   

本メールは、様々な情報等を展開することにより、国土交通省総合政策局の公共交通施策全般について、 

皆様に感心を持って頂くことを目的とするものですが、これに加えて地方運輸局独自の情報発信も積極的に 

つきましては、皆様におかれまして、関係者皆様（配信先は以下のとおり。）へお伝えしたい情報等があ 

りましたら、本メールを通じてお届けしたいと考えておりますので、下記メールアドレスまでご連絡くださ 

近畿内バス関係団体・タクシー関係団体 

④～⑥の団体に所属していない交通事業者 

□近畿運輸局のホームページ「地域公共交通の確保・維持・改善」につきましては、こちらをご覧くだ 

年度調査事業「近畿運輸局管内における公共交通事業の官民連携のあり方検討に係る基礎調査」 

のりたろう 



■観光白書（最新は平成 26 年版）は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html 

 

■国土交通省総合政策局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/index.html 

 

■国土交通省鉄道局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/tetudo/index.html 

 

■国土交通省自動車局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html 

 

■国土交通省海事局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/maritime/index.html 

 

■国土交通省観光庁ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/index.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

＜ご意見・お問い合わせ窓口＞  

 国土交通省近畿運輸局企画観光部交通企画課 

  〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 

                  大阪合同庁舎第 4号館 12F 

    電 話: 06-6949-6409  Fax: 06-6409-6135 

   Email:kkt-kinki-kikakuka@ml.mlit.go.jp 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 


